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第２次地域福祉計画及び地域福祉活動計画の事業評価（まとめ）

計画全体の中から、今回の事業評価における特徴的な点として２点あげ考察したい。

１ 新型コロナウイルスによる影響

① 現状と課題

Ø 令和３年度は、令和２年度から引き続き、新型コロナウイルス禍にあり、特に多人

数で集まる講座等の事業や、地域活動、訪問支援等の事業を中心に目標に達してい

ない事業が多く、全体として事業評価が低い傾向。

Ø 地域活動全体の自粛傾向から外出が抑制され、全体的に相談件数の減少が見られ

る。結果として、社会的孤立や地域のつながりの希薄化も進み、市民の困りごとや

悩みごとが潜在化した。一方、外国籍の人など、地域とのつながりの弱い人の課題

が顕在化した。

Ø 地域活動の一時的な停止によるボランティア等活動者のモチベーションの低下や、

自治会等コミュニティの必要性を疑問視することが懸念される。

Ø 集いの場（サロン）などの市民活動、ボランティア活動において、オンライン化へ

の対応を試みるなど活動形態を変えて活動を継続した団体もあるが、全体として

は停滞している。

Ø 地区社協では、共生ステーションにおいて、特に、高齢者や子育て世帯を対象に『ウ

ォーキング』『健康づくり体操』や『わらべ歌・絵本の読み聞かせ』などを実施。

参加者も多く、コロナ渦におけるつながりづくりとして効果的であった。

Ø コロナ禍において、生活困窮に関する相談が急増。社会福祉協議会による生活福祉

資金貸付等との連携の他、『フードパントリー』『子ども弁当配布』『生理用品の配

布』など困窮者支援を実施した。

《地域福祉計画》 （抜粋） ※該当する事業は次のとおり

基本目標 基本施策 事業名

１ みんなが「気づく」きっかけ、

場があるまち

⑴お互いに見守り、声をかけあえる地域

づくり

⑵困りごと、悩みごとに気づける体制づ

くり

・認知症サポーター養成講座

・高齢者実態把握調査

２ みんなが「つながる」楽しさを

知るまち
⑶地域でつながる楽しいまち

・ながくて地域スマイルポイント

事業

・健康づくり教室の開催

・子育て支援センター事業

３ みんなに「届く」安心なまち
⑺ずっと住み慣れた地域で元気に暮ら

せる環境づくり
・健康マイレージ事業

４ みんなで「支え合う」喜びを知

るまち
ー ー
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《地域福祉活動計画》

② 今後の方向性

Ø 新型コロナウイルス禍にあっても活動が継続できるよう、オンライン等による事

業展開を検討する。あわせて、活動等の担い手、参加者には高齢者が多く、ICTを

活用する知識や設備面が整っていないことから、ICTの活用を支援するボランティ

アやオンラインを活用して活動できる担い手の育成を行う。

Ø 一層地域のつながりが弱くなっている現状を踏まえ、地域活動等の必要性を市民

に周知するとともに、活動継続に向けて、活動者へ効果的な情報発信や場所の確保

など、積極的なアプローチと支援を行う。

Ø フードドライブ等を通じて、経済的事情等により支援が必要な個人・世帯へ、食品

等を提供するなかで、生活上の困りごとがある方を、適切な相談支援機関等につな

ぐ活動（フードパントリー）を展開し、コロナ禍における生活困窮状態にある世帯

への支援等を継続して実施する体制を構築する。

Ø 市民にとって、気軽に立ち寄り、相談できる場所（地域共生ステーションなど）の

活性化や新規の創出、効果的なアウトリーチの実践等により、相談機会の確保と社

会とのつながりの弱い人への伴走支援を行う。

２ 分野・属性を超えて、共通して取り組む課題について

① 現状と課題

Ø 分野・属性を超えて、各課・機関が連携しながら取り組むべき課題を列挙してい

るが、現段階においては、連携するための検討体制が整備されておらず、連携した

取組が進んでいない。

Ø 各分野の取組において、人口減少、高齢化、大災害等の課題に対応するためには、

行政のみのチカラでは限界があり、行政と地域と協働して検討することが必須であ

るが、地域との協働という点については、各課が共通して課題と捉えている。

基本目標 基本施策 事業名

５ みんなに「たつせがある」成長

できるまち

⑽一人ひとりが考え、学び、成長する機

会づくり
・学生まちづくり活動支援事業

事業名

包括的相談支援事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、地域福祉事業、共同募金運動事業、福祉団体事務

事業、地域包括支援センター事業、居宅介護支援事業
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② 今後の方向性

Ø 「庁内連携会議」を開催し、関係課が連携していくために、顔の見える関係をつく

り、情報を共有し、協力して施策検討をすることが出来る体制づくりに取り組む。

（１１月から計２回実施）

Ø 社会福祉協議会内に各相談支援機関による「事務局会議」を設置し、困難事例等の

共有・支援検討を行う。（８月から毎週１回実施）

Ø 両会議において、事例検討や施策検討の過程を経ることで、情報共有に関する必要

性及び方法に関する共通認識の醸成や日常的な連携のくせづけをしていく。

Ø 加えて、相談支援等に必要な情報を素早く的確に情報収集するために、庁内や関係

機関における、情報共有システムや社会資源の把握のためのツールを検討する必

要がある。

Ø まちづくり協議会、自治会、民生委員等様々な関係者と連携し、地域の中で支え合

い、見守る体制づくりの構築のため、地域と行政の話し合いの場を設けていく。


